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令和６年１０月１８日 （第 104 号 )東京地方税政連

　東京地方税理士政治連盟会長の鈴木崇晴でご
ざいます。
　第 58 回定期大会開催にあたり、一言挨拶を申
し上げます。本日はお暑い中、又、ご多忙にも
関わらず日税政から東会長、吉川幹事長、東京
税政連名倉会長、千葉税政連三保会長、関信越
税政連小林会長、又、東京地方税理士会北島会
長他関連諸機関の方々の多数のご参加をいただ
きまして、心より御礼申し上げます。
　皆様ご承知の通り税政連活動は、我々税理士
の為、又、納税者の為に建議書に基づいて、そ
の建議項目が一つでも成就する為に議員に対し
て政治活動を行う組織でございます。
　現在、他の税政連を含め加入率の低下とそれ
に伴う財政の逼迫に対応し苦慮しながら組織活
性化の為の諸施策の実施、要望実現へ向けた諸
活動を行っております。
　組織の活性化を計る為には、本会、特に支部
における未加入会員へのアプローチ、税政連存
在の意義の周知と地道な活動を続けていかなけ
ればなりません。と同時に要望を実現するため
に議員の先生方に対し、後援会を通し「税」と
いうものをきちんと理解してもらうことも大切
な事と考えております。
　幸いなことに北島会長をはじめ調査研究部、
租税教育推進部、公益活動部の各部長の方々の
多大なご支援ご協力をいただいておりますこと
に、この場を通じて感謝申し上げるところでご
ざいます。
　特に自治体に対するヒアリングにおきまして
は、毎年何らかの要望が実現している事は、本
会の担当部員のご協力によるところで、まこと
に大きなものだと思っております。
　国会議員の先生方に対しましても、後援会の
先生方のご尽力により陳情等において手応えを
感じる事も多々ございます。
　今後とも会員の皆様方に税政連がなぜあるの

か、税政連は業界の利益誘導の組織ではなく、
公平で簡素な税制の確立の為、我々税理士の無
償独占を維持する為に必要不可欠な組織である
ことを心に留めていただき、従来通りのご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　この後、議案審議となりますが活動報告、収
支報告等で、この一年間いかにいろいろな苦労
と努力を重ねたかを汲み取っていただいた上
で、慎重審議を行っていただければ幸いでござ
います。
　以上をもちまして、会長の挨拶とさせていた
だきます。

会長定期大会挨拶
東京地方税理士政治連盟

鈴木　崇晴会　長
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　神奈川県税理士政治連盟会長の一ノ瀬裕でご
ざいます。ご列席の皆様には、平素より税政連
への深いご理解と多大なるご協力を賜り、心よ
り感謝申し上げます。
　また本日は、東京地方税理士会北島則行会長
の他、関連団体の役員の皆様にご臨席戴きまし
て、誠にありがとうございます。本日はどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
　税理士政治連盟は、税理士法第 1条の「税理
士の使命」を全うするため、また税理士法第 49
条の１１の税務行政その他租税又は税理士制度
についての建議権を実現するために活動してい
ます。
　税理士会は税理士法に基づく強制入会の特別
法人であるため、政治活動を行うことができま
せん。従って税理士会の要望を実現するための
政治活動を税政連が受け持っています。
　公法である税法を専門的に扱うという、その
業務の社会公共性から、税理士法は税理士に税
務業務の無償独占権を与えています。
　税理士会員の皆様には、税理士の職域防衛の
観点からも税政連の活動にご理解ご支援を引き
続きお願い致します。
　税政連活動の根幹は、支部組織の活性化並び
に税理士による国会議員等後援会の拡充により
支えられるものであります。
　国会議員への陳情については、今年度も国会
一斉陳情ではなく各議員に対する地元陳情を
「税理士による後援会」とともに早期陳情を実施
しております。
　「税理士による国会議員等後援会」は、税政
連活動の大きな柱として昭和５０年７月に第１
号が誕生し、以来、数多くの後援会が結成され、
令和 6年 4 月現在全国で 334 の後援会が活動し
ており重要な役割を担っております。
税制改正等に関する陳情を行うことで、国会議
員との密接な関係を構築し、要望項目の実現を

図り、税政連活動の大きな軸となっています。
　税政連は言わば「税理士党」であり、税理士
制度と税政連・税理士会の要望に理解を示して
いただく議員の後援会設立を推進しています。
　また、各党において開催する神奈川県、横浜
市、川崎市各行政に対する予算・政策要望ヒア
リングにおいても、本会のご協力の下、議員と
の活発な意見交換を行っており、要望実現を訴
え続けています。

　繰り返しになりますが、税政連は、決して特
定の政党を支持するものではありません。8万
人を超える税理士が加入する税理士会の要望を
実現するため、また税理士の職域を防衛するた
めに設立された政治資金規正法上の政治団体で
す。税政連の活動によって多くの成果を得るこ
とが出来、この成果の恩恵はすべての税理士会
会員が等しく享受しているということです。
　しかしながら、収納率が年々低迷している現
状となっており、組織率増強が喫緊の課題であ
ります。
　税政連の財政状態は諸物価高騰により逼迫し
た状況にあり、経費削減はもとより会費の収
納率が令和 6 年 3 月末で 52.73％と令和５年の
54.16％から減少傾向が例年続いています。全国
各単位税政連の平均値は昨年で 50.77％となって
おり、15 単位税政連の内、11 番目であります。
どうか、税政連未加入会員への入会勧奨につい
て、個別のお願いをして戴きたくお願い致しま
す。
　税理士会員の皆様、どうぞご理解と更なるご
支援を、よろしくお願い致します。
　最後に本日ご列席のご来賓の皆様、会員の皆
様のご健勝と益々のご活躍を祈念致しまして、
会長の挨拶とさせていただきます。

会長定期大会挨拶
神奈川県税理士政治連盟

一ノ瀬　裕会　長
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　第５８回山梨県税理士政治連盟の定期大会に
あたり、一言ご挨拶申し上げます。
　東京地方税理士政治連盟鈴木会長、神奈川県
税理士政治連盟一ノ瀬会長をはじめ来賓の方の
ご臨席を賜り、また多くの会員の先生方に出席
していただきこのように盛大に大会が開催出来
ますことに心より感謝申し上げます。
　昨年の定期大会で会長に就任して１年になり
ます。私事で恐縮ですが昨年の定期大会等に腰
痛により欠席できず大変ご迷惑をおかけしまし
た。その間、塩島幹事長をはじめ役員の皆様に
フォローしていただき大変ありがとうございま
した。
　この１年、インボイス制度の開始、政治資金
の裏金等の問題、元旦の能登半島地震、今月か
らの定額減税と様々な事があった年でした。
　税政連の活動としましては、６名の山梨関連
国会議員への陳情は例年議員会館等で行ってい
ましたが８月中にとのことで地元の議員事務所
で行いました。

　国会議員の先生方には１時間以上の時間、陳
情を受けて頂きました。
　また、確定申告期の相談会場の視察を４名の
議員にしていただきました。
　３人の議員の先生は初めて相談会場をみたと
いうことで大変興味を持って頂き、税理士の活
動の一端を理解していただいたと思います。
　今日の議案について慎重審議いただき活動方
針、収支予算案を承認して頂ければその運動方
針に基づいて、私たち執行部は精一杯活動して
いく所存でありますので、あと１年間会員の皆
様のご支援、ご協力をお願いいたします。
　最後になりましたが、本日御出席された皆様
の事業のご繁栄とご健勝を祈念いたしまして挨
拶とさせていただきます。

会長定期大会挨拶

山梨県税理士政治連盟

中込　公人会　長
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第５８回定期大会を開催

神奈川県税政連定期大会報告

　山本裕子税政連藤沢支部長と吉成博史幹事の
司会により、出席者は 202 名であり本会が適法
に成立したとの報告があった。
　甲谷隆和副会長が定期大会の開会を宣言し、
一ノ瀬裕会長が挨拶を行った。
　来賓及び顧問・相談役の紹介の後、議長団と
して今林千昭会員（鎌倉支部）、芋川広教会員（鶴
見支部）が指名された。
　今林議長は議案審議に先立ち、議事録署名人
に守屋和徳会員（平塚支部）、佐藤仁会員（小田
原支部）を、書記に大谷孝徳会員（平塚支部）、
甲良めぐみ会員（川崎南支部）を指名して議事
に入った。

第 1 号議案　令和 5 年度運動経過及び組織活動
報告承認の件
　田中秀拓幹事長が議案書に基づき説明・報告
を行った。

第 2 号議案　令和 5 年度収支決算承認の件
　吉川徳男財務副委員長が議案書に基づき説
明・報告を行い、続いて槙島正雄会計監事によ
り監査報告が行われた。
　今林議長は、第 1号議案、第 2号議案について、
議場に質疑を求めたところ、特に発言がなかっ
たので、議場に裁決を求めた。
　挙手多数による賛成があったので、第 1号議
案、第 2号議案は原案どおり可決承認された。

第 3 号議案　令和 6 年度運動方針決定の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 4 号議案　令和 6 年度組織活動方針決定の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 5 号議案　令和 6 年度収支予算決定の件
　吉川財務副委員長が議案書に基づき説明を行
った。
　芋川議長は、第 3号議案から第 5号議案につ

一ノ瀬裕会長 【閉会宣言】鈴木正和副会長

　第 58 会定期大会が、以下の日程で開催された。
	 山梨県税理士政治連盟　　6月 20 日（木）　アピオ甲府タワー館
	 神奈川県税理士政治連盟　8月		6 日（火）　横浜ベイホテル東急
	 東京地方税理士政治連盟　8月		6	日（火）　横浜ベイホテル東急

【議長】　芋川広教会員　今林千昭会員　
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東京地方税政連定期大会報告

いて議場に質疑を求めたところ、特に発言がな
かったので、議場に裁決を求めた。
　挙手多数による賛成があったので、第 3号議
案、第 4号議案、第 5号議案は原案どおり可決
承認された。

第 6 号議案　神奈川県税理士政治連盟規約一部
改正の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　芋川議長は、第 6号議案について、議場に質
疑を求めたところ、特に発言がなかったので、
議場に裁決を求めた。挙手多数による賛成が
あったので、第 6号議案は原案どおり可決承認
された。

第 7 号議案　大会決議採択の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　芋川議長は、第 7号議案について、議場に質
疑を求めたところ、特に発言がなかったので、
議場に裁決を求めた。挙手多数による賛成があっ
たので、第7号議案は原案どおり可決承認された。

　議案審議終了後、来賓の鈴木崇晴東京地方税
理士政治連盟会長、中込公人山梨県税理士政治
連盟会長より祝辞を頂いた。
　最後に鈴木正和副会長の閉会宣言をもって本
大会は終了した。

（神奈川県税理士政治連盟広報副委員長　安井孝）

　定刻１4時 45 分に、田中秀拓副幹事長と塩島
好文副幹事長の司会により開会した。出席者は
神奈川県 228 名、山梨県 28 名、合計 256 名であ
り本会は適法に成立したとの報告があった。
　砂田俊二副会長の開会宣言、鈴木崇晴会長の
挨拶、来賓の紹介がされた。続いて議長団に谷
中英司会員（横須賀支部）と若尾和成会員（甲
府支部）が指名された。再度出席者数の報告が
あり、3 時時点において神奈川県 234 名、山梨
28 名、合計 262 名であった。
　議長は議事録署名人に今道敏郎会員（緑支部）
と羽田昭徳会員（大月支部）を、書記に星野友
紀会員（保土谷支部）と高橋範朗会員（大月支部）
を指名して議事に入った。

第 1 号議案　令和 5 年度運動経過及び組織活動
報告承認の件
　辻泰二郎幹事長が議案書に基づき説明・報告
を行った。

第 2 号議案　令和 5 年度収支決算承認の件
　佐野光明財務委員長が議案書に基づき説明・
報告を行い、続いて丸山孝佳会計監事により監

査報告が行われた。
　谷中議長は、第一号議案・第二号議案につい
て、義場に質疑を求めたところ、発言がなかっ
たため義場に裁決を求めた。挙手多数による賛
成があったので、原案どおり可決承認された。

第 3 号議案　令和 6 年度運動方針決定の件
　辻幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 4 号議案　令和 6 年度組織活動方針決定の件
　辻幹事長が議案に基づき説明を行った。

第 5 号議案　令和 6 年度収支予算決定の件
　佐野財務委員長が議案書に基づき説明を行っ
た。
　谷中議長は、第 3号議案から第 5号議案につ
いて、義場に質疑を求めたところ、以下の質疑
応答があった。

質問：眞島隆行会員（神奈川支部）
　重点方針（9）において、今年 6月に改正があっ
たが、どのように対処したか、またこれからど
のように対処していくのか。

鈴木崇晴会長 【議長】谷中英司会員　若尾和成会員
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回答：辻幹事長
日税政は 39人の処分があったため推薦は出さな
いとしたが、当地区連としては第 4条の必要な
政治活動を行うとの目的を考えて各後援会活動
に判断をゆだねると考えている。特に推薦を出
さないとはしていない。

　再度、議長は議場に質疑を求めたところ、他
に発言はなかったので、議場に裁決を求めた。
挙手多数による賛成があったので、第 3号議案、
第 4号議案、第 5号議案は原案どおり可決承認
された。

第 6 号議案　東京地方税理士政治連盟規約一部
改正の件
　辻幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　若尾議長は、第 6号議案について、議場に質
疑を求めたところ、発言がなかったので、議場
に裁決を求めた。挙手多数による賛成があった
ので、原案どおり可決承認された。

第 7 号議案　大会決議採決の件
　辻幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　若尾議長は、第 7議案について、義場に質疑
を求めたところ、発言がなかったため義場に裁
決を求めた。挙手多数による賛成があったので、
原案どおり可決承認された。

　以上全ての議案が可決承認された後、大会決
議文が 8名の会員により朗読され、続いて感謝
状贈呈、来賓祝辞、祝電披露が行われ、最後に
中込公人副会長の閉会宣言をもって本大会は終
了した。

　（東京地方税理士政治連盟広報副委員長　小林由美子）

美保哲夫 千葉県税理士政治連盟 会長

小林俊一 関東信越税理士政治連盟 会長

東秀優 日本税理士政治連盟 会長 北島則行 東京地方税理士会 会長

名倉明彦 東京税理士政治連盟 会長　

【感謝状贈呈 受賞者代表】角田国明
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大会決議
税理士の社会的地位の向上と権益の確保、拡充を図るとともに、国民のための税理士制度

及び租税制度を確立するため、次のとおり決議する。

一、われわれは、税理士制度の発展と、納税者のための真の代表を国会に送るため強力な運動

を展開する。

一、われわれは、納税者に信頼される税理士制度の確立を目指して強力な運動を展開する。

一、われわれは、税制改正に際し、中小企業に過重な負担をもたらすことのないよう強力な運

動を展開する。 

一、われわれは、公正な税制の確立及び税務行政改善のための強力な運動を展開する。

一、われわれは、資格制度に係る改革の動向を注視し、税理士業務の無償独占及び税理士会へ

の強制入会制の堅持のための強力な運動を展開する。

一、われわれは、税理士の業務及び職域に重大な影響を及ぼす動向に対して強力な運動を展開

する。

 

一、われわれは、税理士の使命に則り、税理士の公益的業務への更なる参加ができるよう強力

な運動を展開する。

　 以上決議する。

令和６年８月 6 日

東京地方税理士政治連盟

神奈川県税理士政治連盟

第 ５ ８ 回 定 期 大 会

決議文朗読
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定期大会後の懇親会

坂井 学 衆議院議員

阿部 知子 衆議院議員

中谷 真一 衆議院議員

古川 直季 衆議院議員

牧島 かれん 衆議院議員

堀内 詔子 衆議院議員

義家 弘介 衆議院議員甘利 明 衆議院議員
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浅尾 慶一郎 参議院議員

三浦 信祐 参議院議員

上田 勇 参議院議員

中西 健治 衆議院議員

牧山 ひろえ 参議院議員

三原 じゅん子 参議院議員

松本　純 元衆議院議員

篠原 豪 衆議院議員
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丸田 康一郎 自民党 神奈川県第 13 選挙区支部長

鈴木 太郎 横浜市会議長

草間 剛 自民党 神奈川県第 19 選挙区支部長
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山梨県税政連定期大会報告

　定刻 15 時 10 分、江井誠山梨県税理士政治連
盟副幹事長の司会により、出席者数 118 人であ
り本会が適法に成立したとの報告があった。
　三澤信仁副会長が定期大会の開会を宣言し、
中込公人会長が挨拶を行った。その後、砂田俊
二会員（甲府支部）が議長に指名された。
　砂田議長は議案審議に先立ち、議事録署名人
に中澤謙一郎会員（甲府支部）、梶原稔会員（大
月支部）両名、書記に村上三千代会員（甲府支
部）、河西良太会員（甲府支部）両名を指名して
議事に入った。

第 1 号議案　令和 5 年度運動経過報告承認の件
　塩島好文幹事長が議案書に基づき説明・報告
を行った。

第 2 号議案　令和 5 年度収支決算承認の件
　初鹿武仁財務委員長が議案書に基づき説明・
報告を行い、続いて佐々木かずみ会計監事によ
り監査報告が行われた。
　砂田議長は、第 1号議案、第 2号議案につい
て議場に質疑を求めたところ、発言がなかった
ので、議場に採決を求めた。挙手多数により第
1号議案、第2号議案は原案通り可決承認された。

第 3 号議案　令和 6 年度運動方針決定の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 4 号議案　令和 6 年度収支予算決定の件
　初鹿財務委員長が議案書に基づき説明を行っ
た。
　砂田議長は、第 3号議案、第 4号議案について、
議場に質疑を求めたところ、発言がなかったた
め議場に採決を求めた。挙手多数により第 3号
議案、第 4号議案は原案どおり可決承認された。

第 5 号議案　次期役員選任の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　砂田議長は、第 5号議案について議場に質疑
を求めたところ、発言がなかったため議場に採
決を求めた。挙手多数により第 5号議案は原案
どおり可決承認された。
　
第 6 号議案　大会決議採択の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　砂田議長は、第 6号議案について、議場に質
疑を求めたところ、発言がなかったため議場に
採決を求めた。挙手多数により第 6号議案は原
案どおり可決承認された。

　以上により砂田議長は、すべての議案の審議
を終了したことを報告し、降壇した。

　議案審議終了後、第 6号議案で承認可決され
た決議文が 7名の会員により朗読された。続い
て東京地方税理士政治連盟	鈴木崇晴会長と神奈
川県税理士政治連盟	一ノ瀬裕会長からのご祝辞
を頂戴した。祝電披露は、山梨県会の総会で一
括ご披露することとなった。
　最後に高橋範朗副会長の閉会宣言をもって本
大会は終了した。

（山梨県税理士政治連盟広報委員長　藤原徳仁）

中込公人会長 決議文朗読



- 15 -

令和６年１０月１８日 （第 104 号 )東京地方税政連

　日税政より早期陳情の依頼を受け、神奈川県税理士政治連盟・山梨県税理士政治連盟において、各
議員への早期陳情を、後援会等を通じて２８議員に行うことが出来ました。
　令和６年の早期陳情は幹事会において可決された「令和７年度税制改正に関する要望の内　特に重
要な７項目」を中心に各議員に説明を行いました。

国会議員地元陳情

自民　神奈川２区　菅 義偉 議員

立民　神奈川９区　笠 浩史 議員

自民　神奈川５区　坂井 学 議員

自民　神奈川１０区　田中 和德 議員

衆議院議員対応

自民　神奈川１１区　小泉 進次郎 議員 立民　神奈川１２区　阿部 知子 議員

自民　神奈川 6 区　古川 直季 議員 自民　神奈川７区　鈴木 馨祐 議員
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立民　神奈川１６区　後藤 祐一 議員

自民　神奈川１８区　山際 大志郎 議員

自民　神奈川１７区　牧島 かれん 議員

自民　山梨１区　中谷 真一 議員

自民　比例南関東　義家 弘介 議員

自民　山梨２区　堀内 詔子 議員 自民　比例南関東　甘利 明 議員

自民　神奈川１４区　あかま 二郎 議員 自民　神奈川１５区　河野 太郎 議員

立民　神奈川１区　篠原 豪 議員
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自民　神奈川　浅尾 慶一郎 議員

公明　神奈川　佐々木 さやか 議員

立民　神奈川　牧山 ひろえ 議員

公明　神奈川　三浦 信祐 議員

自民　山梨　永井 学 議員

参議院議員対応

自民　神奈川　三原じゅん子 議員 自民　山梨　森屋 宏 議員

公明　比例代表　上田 勇 議員

維新　神奈川　松沢 成文 議員 立民　神奈川　水野 素子 議員
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神奈川県 各政党との予算要望ヒアリング
「今回は２会派から、結果につながる回答を頂きました」

　「公益法人等の均等割免除申請手続きに係る柔軟な対応」について、ヒアリングのその場におい
て、事務取扱の見直しをする旨、県議会議員より話がありました。
　具体的には、「今後、提出いただく添付書類については、申請法人の総会終了後に提出すること
も可能とする」との話がありました。昨年に引き続き、自民党県議団から要望の受入れにご尽力
をいただきました。

自民党神奈川県議団より

　「中小企業に対しての円滑な融資が実行される環境整備」について、公明党神奈川県議団の皆様
もヒアリングのその場において、「県が信用保証料を補助する【かながわ伴走支援型特別融資】が
令和６年７月から期間限定で新設されている旨の話をいただきました。
　新設されたばかりの制度であった為、迅速な情報提供を頂けました。
　その為、同日午後に開催された「東京地方税理士会の支部長会」において、神奈川県作成のリー
フレットを配布した旨、東京地方税理士会役員からも話がありました。

公明党神奈川県議団より

　このように、地方自治体への要望についても、各議員団が当局へ働きかけを行っていただく事で、
着実に成果が出てきております。
　これからも税政連と議員との関係を強化することで、要望の実現に一歩一歩近づけていこうと考え
ております。

（政策委員長　河内悟朗）
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「令和７年度税制改正に関する要望の内特に重要な７項目」

(1) 消費税における軽減税率制度を廃止し単一税率制度に戻すこと。
消費税の軽減税率制度は、低所得者への逆進性対策としては非効率であること、「社会保

障と税の一体改革」という当初の目的から乖離して歳入を毀損し、その補填のため標準税率
のさらなる引上げや社会保障給付の抑制が必要となること、区分経理等により事業者の事務
負担が増加していること等の理由から、早期の見直しを図り単一税率制度に戻すべきである。

消費税の逆進性の緩和対策としては、必ずしも税制の枠内で解消する必要はなく対策が必
要な者に直接給付が出来る仕組みを構築する等、給付面を含めた税制・社会保障制度全体の
中で解決することが適切である。

(2) インボイス制度導入に伴う各種特例措置について適用期限を延長すること。
 　インボイス制度の導入に伴い各種の特例が設けられたが、いずれも経過的な取扱いとなっ

ており、それぞれの制度が安定し定着するまでの間、適用期限の延長が検討されるべきである。
①小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）は極めて小規模な事業者の事

務負担を軽減する措置として有効であり、令和８年９月 30 日とされている期限について
延長が検討されるべきである。

②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置（８割特例）は適格請求書等の登録をして
いない事業者の取引排除の最小化という公正な取引を確保する見地から有効であり、令和
８年９月 30 日とされている期限について延長が検討されるべきである。

③一定規模以下の事業者が適格請求書等の保存を不要とする特例について、証憑類のデジタ
ル化が進みにくい類型であるため、令和 11 年９月 30 日とされている期限について延長
が検討されるべきである。

消 費 税 の 軽 減 税 率 制 度 を 廃 止 し 単 一 税 率 制 度 に 戻 し、 イ ン ボ イ ス 制 度 導 入 に 伴 う 
各種特例措置について適用期限を延長すること。【消費税】

１

雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領という納税者の意思に基づかない偶発的な損失による
担税力の減少に配慮して、その損失額を所得金額から控除する制度である。また、損失発生年の
所得金額から控除しきれない額は、翌年分以後の所得金額から控除される。

課税所得の計算上、現行の雑損控除制度では、災害による損失と盗難又は横領による損失を同
じ取扱いとしているが、所得控除すべき災害損失は、費用性資産の滅失損や金銭債権の貸倒れと
は異なり、課税済みの生活資本に係る不慮の損害について担税力の減殺を見出すものであるた
め、まず、最初に災害の有無にかかわらず適用される災害損失以外の他の所得控除を適用し、最
後に雑損失のうち特定非常災害により生じた損失につき控除を適用し、より手厚い控除可能性を
残すべきである。

また、東日本大震災の際には、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関
する法律」により、純損失の繰越控除の特例及び繰戻し還付の特例が適用された。大規模な災害
が生じた場合において、その都度特例的取扱いを行うのでは適時の対応が困難になることから、
災害が生じた年分の純損失額の繰戻しによる還付を可能とする恒久的な措置等を検討すべきで
ある。

雑損控除の適用につき「特定非常災害により生じた損失」については、控除の順番を見直すと
ともに、繰戻還付制度を創設すること。【所得税】

２
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所得税の計算において所得控除が複雑化することは、源泉徴収義務者の負担が増し、納税事務
において事後の修正手続、争訟等のリスクも増大させる高コストの制度となる。一方で、課税の
公平性を求めると制度がある程度複雑化することは避けられないのが現実である。この公平性と
手続負担の軽減を両立させるためには、申告期限等を延長し、正確な計算に要する時間を確保す
ることも必要である。
(1) 年末調整の実施時期等

年末調整は、その年の最後の給与支払時に行うこととされている。しかし、配偶者や扶養
親族の所得が確定していないことによる見込み計算の場合や、新規契約をしたことなどによ
り生命保険料控除証明書の到達が遅れた場合など、一旦年末調整を行ったものの、翌年に年
末調整をやり直すケースが生じることがある。このような事務手続きについて、計算を一回
の手続きで完結させるため、年末調整は翌年１月末までに行うものとして、給与支払者の事
務コストを軽減すべきである。

さらに、年末調整の実施時期の変更に合わせて、法定調書及び給与支払報告書の提出期限
も２月 15 日とすべきである。

(2) 所得税の確定申告期間
年末調整の実施時期等を変更する場合は、源泉徴収票や法定調書を必要とする所得税の確

定申告に影響が及ぶことから、確定申告期間についても見直しが必要である。
加えて、年末の医療費情報やふるさと納税に係る寄附金受領証明書などについては、現行

の確定申告期限では、その間際にマイナポータルに格納されるケースがあり、せっかくの情
報が活用されない結果となることがある。

また還付申告だけではなく納付を伴う確定申告も１月１日から申告可能な体制とし弾力性
を持たせるべきである。

したがって、所得税の確定申告期間は、１月１日から３月 31 日までとすべきである。

年末調整の実施時期及び所得税の確定申告期間を拡大すること。【所得税】３

(1) 役員給与税制について次の見直しを行うこと。
①業績悪化改定事由の要件を緩和すること。

役員給与は職務執行の対価であり、法人税法第 22 条により原則として損金の額に算入
され、恣意性のあるものなど課税上弊害があるものについてのみ損金の額に算入されな
いのが本来の姿であると考えられる。

一方で現行法は、法人税法第 34 条（役員給与の損金不算入）の規定により、損金に算
入される役員給与を限定列挙する形式になっており、これらが、企業が本来行うべき適
切な経営判断に影響を与えている。

特に顕著な例示として、業績悪化時の役員給与改定の判断がある。経営状況の著しい悪
化に至らない場合であっても、業績悪化時に役員給与の減額を行うことは企業が財務体
質の悪化を避けるために率先して行うべき措置であると考えられるが、法人税の取り扱
いがその経営判断の妨げとなっている場合もある。

そのため、役員給与の減額改定が「経営の状況が悪化したこと」を理由に､ 赤字の回避
のために行われたような場合は、恣意的な利益調整を排除する一定の要件を付した上で､
減額改定前後の定期同額給与について、損金算入を認めるべきである。

役員給与税制について見直しを行うとともに、中小企業者等の法人税率の特例の適用期限につ
いて延長すること。【法人税】

４
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②新設法人における定期同額給与判定の時期を柔軟化すること。
定期同額給与の額を改定する場合の損金算入の要件は、事業年度開始の日の属する会計

期間開始の日から３月を経過する日までに改定を行い、その改定前後の各支給時期にお
ける支給額が同額であることとされている。設立事業年度についても、この規定に従い、
事業年度開始から３月以内に役員給与の額を定め支給開始を行う必要があると解されて
いる。

しかしながら、新設法人の場合には設立後開業準備に時間を要するなどの理由から、事
業年度開始後３月程度では売上の計上が見込めず、役員給与の支給を開始することがで
きない場合がある。そこで、設立事業年度については､ 法人が事業年度開始後３月を超
える時期を最初の役員給与の支給時期として定めた場合には、当該定めに従って支給し
た給与も定期同額給与として取り扱い、損金算入を認めるべきである。

(2) 中小企業者等の法人税率の特例について延長すること。
租税特別措置については、その実効性を高める「メリハリ付け」について検討されている。

メリハリ付けの方法は「税率をアップさせて特例を拡大」する積極的な方法と、「税率をアッ
プさせずに特例を整理する」消極的な方法が考えられるが、中小法人については後者の方法
が妥当する。確かに、中小法人の成長に対するディスインセンティブとなるような税制につ
いては整理されるべきであるが、地域経済を支え、国民の勤労義務の受け皿としての中小法
人の役割は重要であり、経済の先行きの不安定性が予想されるなか、中小企業者等の法人税
率の特例については延長されるべきである。

近年、わが国の税制では、所得再分配機能の回復や、経済社会の構造変化に対応する観点から、
所得税の改革が論じられ、女性の社会進出をはじめとして多様な働き方への対応が検討され、各
種控除等の見直しが行われたものの、最大の社会課題である少子化問題に対応したものには至っ
ていない。少子化問題については、子育て世代の可処分所得を増加させることや、子育てと就業
の両立、子育て後の再就職の機会を拡大させることなど、あらゆる施策を総動員して対応しなけ
ればならず、税制措置による効果は限定的であると考えられるが、①年少扶養親族や高校生世代
の扶養親族に係る所得控除と給付等との併用、②配偶者の就業調整を減少させるための更なる検
討、③不妊治療や出産費用等に係る医療費控除の拡充、④教育等に関する支出についての税制支
援など、少子化対策の一助となる税制について検討を行うべきである。

少子化対策について、税制面での検討を行うこと。【所得税】５

法人の不動産の譲渡損失はその法人の他の利益と通算され、繰越控除が認められる。また、個
人の所有期間５年超の居住用資産の譲渡損失も損益通算及び繰越控除（以下「損益通算等」とい
う）が一定の要件の下認められている。一方、個人事業者の業務用不動産に係る譲渡損失につい
ては、損益通算等が認められていない。

法人・個人間の所得課税及び居住用財産との中立性の確保並びに譲渡損失が生じた場合の担税
力の観点から、取得価額の引継ぎを利用した含み損失の贈与や業務転用等による租税回避を防止
するために一定期間の業務継続性の要件等を設けたうえで、個人が業務用不動産を譲渡したこと
により生じた譲渡損失についても、損益通算等を認めるべきである。

業務用不動産の譲渡損失について、損益通算及び翌期以降の繰越しを認めること。【所得税】６
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現行の償却資産税制度には、国税における減価償却制度と償却資産の評価方法に相違があるこ
とや、賦課期日と法人の決算日に不一致があること、課税対象資産の範囲のうち、特に家屋と償
却資産の区分に関する法令等が明確でなく実務上の混乱が生じていることなど、事業者に過度な
事務負担を強いている。加えて、現行制度が企業の設備投資の阻害要因になっている、諸外国に
は例の少ない課税制度であり、企業の国際競争力の観点から問題があるとする指摘がある。

したがって、現行の償却資産に係る固定資産税については、上記の問題点を踏まえた制度の抜
本的な見直しが必要である。とりわけ償却資産が土地及び家屋とは異質のものであるという課税
資産の属性を踏まえると、現行の固定資産税制度から分離し、新しい制度に組み替えることが適
当であると考えられる。また、国税の減価償却制度と償却資産の評価を統一し、制度を簡素化す
ることや、税額確定方式としての申告納税方式の採用、免税点及び税率の水準、現行の免税点方
式から基礎控除方式への変更など、実務上の問題を踏まえて制度の見直しを検討すべきである。

なお、償却資産に係る固定資産税を現行制度内に存置するとしても、申告期限については、平
成 30 年３月に一般財団法人資産評価システム研究センターが公表した「償却資産課税のあり方
に関する調査研究－申告制度の簡素化・効率化に向けた制度設計について－」に、賦課期日は現
行制度を維持しつつ、電子申告の場合に限り、法人税と申告期限を一致させることを選択できる
制度が示されている。この制度は、適正な課税標準の算定に寄与するものとして評価でき、早期
に実現すべきである。

償却資産に係る固定資産税制度について、制度のあり方を抜本的に見直すこと。【地方税】７
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秘書懇談会

神奈川県税政連

　７月１６日ロ－ズホテル橫浜（横浜市中区）
にて「推薦国会議員秘書との懇談会及び懇親会」
が開催された。
　税理士会側から、県連・地区連・後援会・本
会の役員合計４７名、国会議員秘書の皆様が
２８名参加した。
　懇談会は１部と２部に分けて開催された。１
部は税理士のみで開催され、大内浩一本会調査
研究部長と河内悟朗県連政策委員長が「令和７
年度税政改正に関する要望」（p19 ～ p22 参照）
を説明し、「特に重要な７項目」について説明し
た。
　２部は国会議員秘書の方々に、国会陳情の方

法及び「令和７年度税政改正に関する要望の内
特に重要な７項目」について説明を行った。
　その後、秘書の方々からそれぞれ自己紹介、
挨拶を頂戴した。
　懇談会は盛況裏にお開きとなり鈴木正和副会
長の閉会挨拶によりしめくくられた。

　8 月 22 日（木）、甲府商工会議所（甲府市）
にて国会議員秘書との懇談会を開催した。今回
は、6 名の国会議員秘書（秘書代理 1 人含む）
にご参加いただいた。
塩島好文山梨県税理士政治連盟幹事長の司会の
もと、三澤信仁県連副会長の開会宣言により懇
談会が開始した。
　初めに、中込公人県連会長の挨拶が行われ、
その後、辻	泰二郎地区連幹事長より挨拶をいた
だいた。そして、江井誠県連副幹事長より出席
いただいた秘書の紹介が行われた。続いて、要
望事項の発表と説明が行われた。今回の要望事
項は下記 7項目である。
1・消費税	消費税の軽減税率制度を廃止し単一
税率制度に戻し、インボイス制度導入に伴う各
種特例措置について適用期限を延長すること。
2・所得税	雑損控除の適用につき「特定非常災
害により生じた損失」については、控除の順番を
見直すとともに、繰戻還付制度を創設すること。
3・所得税	年末調整の実施時期及び所得税の確
定申告期間を拡充すること。
4・法人税　役員給与税制について見直しを行う
とともに、中小企業者等の法人税率の特例の適

用期限について延長すること。
5・所得税	少子化対策について、税制面での検
討を行うこと。
6・所得税	業務用不動産の譲渡損失について、
損益通算及び翌期以降の繰越しを認めること。
7・地方税	償却資産に係る固定資産税制度につ
いて、制度のあり方を抜本的に見直すこと。
　要望事項の説明後、本懇談会に参加いただい
た秘書の方々からご挨拶をいただき、各後援会
会長からも挨拶を頂戴した。秘書の方々と質疑
応答をし、税制改正の要望を国会議員の先生方
にきちんと伝える旨の回答をいただいた。
　最後に、高橋範朗県連副会長の閉会宣言によ
り無事閉会となった。

( 山梨県税理士政治連盟　広報委員長　藤原徳仁 )

山梨県税政連
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後援会だより

「税理士有志によるまるたこう一郎後援会」　設立総会

　５月 15日（水）北京飯店（大和市）において、「税
理士有志によるまるたこう一郎後援会」の設立
総会を開催しました。
　当日はご来賓として、東京地方税理士政治連
盟鈴木崇晴会長、神奈川県税理士政治連盟一ノ
瀬裕会長、神奈川県税理士政治連盟田中秀拓幹
事長にご臨席いただき、出席会員２５名のもと
１８時より設立総会を開催した。
　議長に石田宏一会員が選出され議長就任の挨
拶の後、議事録署名人及び書記を指名し、議案
の審議に入った。
第１号議案　税理士有志によるまるたこう一郎
後援会規約（案）承認の件
第２号議案　役員選任（案）承認の件
第３号議案　令和６年度事業計画 (案 ) 承認の件
第４号議案　令和６年度収支予算 (案 ) 承認の件
以上が上程され、鈴木正和会員が各議案の説明

を行った。各議案ともに全会一致で原案の通り
可決承認されました。
　総会終了後に、まるた氏より基調講演をいた
だき、自身の生い立ちから自民党神奈川県第
１３選挙区支部長となるまでの経緯、官僚時代
に携わってきた分野についての話しをしていた
だいた。その後に開催された懇親会では、まる
た氏自身が出席会員一人一人と歓談し懇親を深
めていただき、盛会のうちに終了した。

（後援会会長　鈴木正和）

「税理士による河野太郎後援会」総会報告

　６月 30 日（日）17 時から平塚プレジール（平
塚市）において「税理士による河野太郎後援会」
の定期総会を開催した。
　当日はご来賓として東京地方税理士政治連盟
鈴木崇晴会長、神奈川県政治連盟一ノ瀬裕会長、
田中秀拓幹事長、東京地方税理士会平塚支部小
原勝己支部長、藤沢支部城田英昭支部長のご臨
席を賜った。
　また、河野太郎デジタル大臣ご本人のご出席
をいただいたので、持ち物検査などの警備が厳
しく、ＳＰの方々をはじめ警察関係者が多い会
場での開催となった。
　第一部の総会は大谷孝徳副幹事長の司会進行
で、守屋和徳会長から後援会活動報告及び挨拶、
山本裕子会計から会計報告が行われ、それぞれ
承認された。
　続いて鈴木会長、一ノ瀬会長よりご祝辞を頂
いた。
　総会終了後に出席者全員と記念撮影をしたの

ち、河野大臣からパワーポイントを使用しての
税務行政のデジタル・トランスフォーメーショ
ン、地方税における税務手続きデジタル化等の
国政報告があった。
　第二部の懇親会は、城田英昭幹事長の開宴の
ことばではじまり、恒例の河野大臣が各テーブ
ルを回り、現職の大臣と意見交換しながら懇談
することができ、大変有意義な時間を過ごした。

（後援会会長 守屋和徳）
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　「税理士による本村賢太郎後援会」の	第 12 回
総会を 8月 5 日相模原市民会館（相模原市中央
区）にて開催した。当日は支部定例会終了後に
多数の後援会会員の出席のもと、ご来賓に鈴木
崇晴地区連会長、一ノ瀬裕県連会長、田中秀拓
県連幹事長、嘉戸英二税理士会相模原支部長、
村上剛県連相模原支部長をお迎えして 17 時 40
分より総会を開始した。
　細田明彦後援会副会長が総会の開会を宣言
し、石橋琢磨後援会幹事の司会により来賓の紹
介、その後鈴木健司後援会会長の挨拶があり、
議長に市川貞夫後援会相談役が指名され議長席
に着いた。
　議長は就任挨拶の後直ちに議事に入り、第一

「税理士による三原じゅん子後援会」ゴルフコンペ

　初のゴルフコンペを令和6年 7月９日（火）に
葉山国際カンツリー倶楽部ダイアモンドコースに
て、開催いたしました。OUT４組、IN４組、総
勢３１人でみな楽しくプレーができました。わた
くしは、役得で三原議員とラウンドできました。
　プレー後のパーティーでは、東京地方税理士政
治連盟鈴木崇晴会長、神奈川県税理士政治連盟一
ノ瀬裕会長、前地区連会長三堀孝夫顧問よりご挨
拶を頂戴し、次に国政報告とご挨拶を三原議員に
いただきました。普段ではご参加の先生方は背広
での会合が多いのですが、ゴルフコンペという中
で親交が深められ、有意義な時間が過ごせました。
　今後ともこのような集まりを多く持ち、政治連
盟が更に仲間を増やして行けるものと信じます。
今回のゴルフプレーの中で議員の人柄や優しさに
触れることが出きました。

( 後援会会長 中村泰宏 )

「税理士による本村賢太郎後援会」第 12 回総会報告

号議案から第三号議案まで滞りなく承認をいた
だき終了した。
　議長は、以上で本日の議事がすべて終了した
旨を宣し、議長席より降壇した。
　その後鈴木会長、一ノ瀬会長の挨拶と続き、
北條諭後援会副会長の閉会の辞により総会は終
了した。
　休憩後懇親会では嘉戸英二税理士会相模原支
部長、村上剛県連相模原支部長の挨拶の後、
本村賢太郎相模原市長より、相模原市在住のス
ケートボード金メダリスト吉沢恋選手との面談
報告や、後進のアスリート育成に資する取組を
推進するために「夢ＣＯＣＯプロジェクトチー
ム」の発足を表明する等の挨拶があった。
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「税理士による菅義偉後援会」総会開催

　８月 27 日午後１時より、衆議院第二議員会館
（東京都千代田区）の議員会議室において「税理
士による菅義偉後援会」総会を開催した。菅義
偉議員、東京地方税理士政治連盟鈴木崇晴会長、
神奈川県税理士政治連盟一ノ瀬裕会長をご来賓
にお迎えし、議事に入った。
　活動報告・収支報告が承認され、総会は終了
した。前年・今年と議員会館で総会を行ったが、
次年度以降も菅議員が多忙である事や総理経験
者であるので、議員会館以外では警備が厳しい
事等を考慮して、議員会館で行っていく事を提
案し、参加者の同意を得た。
　総会後は菅義偉議員による自由民主党総裁選
（この記事を書いている時点では総裁選挙期間
中）や総理大臣時のお話を聞いた後、議員との
懇談会が行われた。最初に佐々木会長より「令
和 7年度　税制改正に関する要望」の内、特に
重要項目を議員に説明した。最後に参加者一人
一人が議員と写真撮影を行い、午後 2時に閉会
した。
　今回は前年の総会時に要望のあった「国会見
学会」を午前中に行った。菅議員を通して行っ
た為か普通の国会見学では入れない衆議院議長
応接室、院内閣議室、第一委員会室（予算員会
が開かれる所）等を見学した後、衆議院議員食
堂で昼食をとった。今回はお弁当を予約したが、
多くの参加者からは「次回は一番人気のカツカ
レーが食べたい」との声があった。
　毎年国会見学会と後援会総会をセットで行う
訳にはいかないが、数年に1度は行いたいと思う。

（後援会幹事長　新井通夫）

　続いて鈴木峰陽県連副会長の乾杯の唱和があ
り、懇談となった。最後に井上公秀後援会副会
長の閉宴の言葉で和やかな懇親会も終了した。

（後援会幹事長　東元勇樹）
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「税理士による古川なおき後援会」定期総会

　8月 28 日（水）天王町モンテファーレ（横浜
市保土ヶ谷区）に於いて「税理士による古川な
おき後援会」の第 2回定期総会を開催しました。
総勢 23 名出席のもと、来賓に古川なおき議員、
東京地方税理士政治連盟大澤清治副会長、神奈
川県税理士政治連盟一ノ瀬裕会長、田中秀拓幹
事長及び相原哲保土ヶ谷支部税政連支部長にご
臨席賜り、総会後には古川議員の時局講演及び
懇親会を開催する運びとなりました。
　今回は自民党総裁選前の慌ただしい時期でも
あり、また総裁選後に解散総選挙の機運が高ま
る中、当選 2期目となる議員の真価を問われる
選挙でもあり、税理士による後援会の存在意義
を示す重要な総会となりました。

　懇親会はお酒も入り終始和やかな雰囲気で時
間も進み、最後に議員の 2期目の当選を祈念し
て宴も終了となりました。（その後は二次会も行
われ長い夜となりました。）

（後援会幹事長　星野友紀）
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税政連だより

年月日 摘要 会場
東京地方

税政連
活動

神奈川県
税政連

活動
6/3 第３回証票伝達式 税理士会館 8 階 〇 〇
6/3 会務打合せ 税理士会館 2 階事務局 〇 〇
6/3 衆議院議員 甘利明君を囲む会 横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急 〇 〇
6/4 緑 定期総会 新横浜ｸﾞﾚｲｽﾎﾃﾙ 〇 〇
6/4 自民党横浜市連大会 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾖｺﾊﾏ 〇 〇
6/5 ﾃﾞｰﾀ通信 定期総会 税理士会館 8 階 〇 〇
6/5 川崎南 定期総会 川崎日航ﾎﾃﾙ 〇 〇
6/6 鎌倉 定期総会 鎌倉ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 〇 〇
6/6 厚木 定期総会 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ厚木 〇 〇
6/7 神奈川 定期総会 新横浜ｸﾞﾚｲｽﾎﾃﾙ 〇 〇
6/8 神奈川青年税理士クラブ　第５４回定期総会 税理士会館 8 階 〇
6/10 戸塚 定期総会 兼 ４０周年記念式典 横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急 〇 〇
6/10 川崎西 定期総会 川崎西税理士会館 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ 〇 〇
6/10 平塚 定期総会 平塚ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ 〇 〇
6/11 横浜南 定期総会 ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜 〇 〇
6/11 相模原 定期総会 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田 〇 〇
6/11 小田原 定期総会 湯本富士屋ﾎﾃﾙ 〇 〇
6/12 鶴見 定期総会 県民共済みらいﾎｰﾙ 〇 〇
6/12 川崎北 定期総会 ﾎﾃﾙ精養軒 〇 〇
6/12 横須賀 定期総会 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 〇 〇
6/12 大和 定期総会 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ海老名 〇 〇
6/12 日税政 正副会長会、終了後懇親会 日本税理士会館 〇
6/12 神奈川県社会保険労務士政治連盟 通常総会懇親会 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ 〇
6/13 協同組合 定期総会 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ 〇 〇
6/14 保土ヶ谷 定期総会 ﾎﾃﾙﾌﾟﾗﾑ横浜 〇 〇
6/14 藤沢 定期総会 湘南鎌倉ｸﾘｽﾀﾙﾎﾃﾙ 〇 〇
6/17 松本純政経セミナー 2024 横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急 〇 〇
6/17 自民党横浜市連ヒアリング 市役所 〇 〇
6/18 横浜中央 定期総会 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ & ﾘｿﾞｰﾄ 〇 〇
6/18 大月 定期総会 ﾎﾃﾙ鐘山苑 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
6/20 甲府 定期総会 ｱﾋﾟｵ甲府ﾀﾜｰ館 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
6/20 山梨県会 定期総会 ｱﾋﾟｵ甲府ﾀﾜｰ館 〇 〇
6/24 本会 定期総会 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ 〇 〇
6/28 公益活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 定期総会 税理士会館 〇 〇
6/28 日税政 幹事会 Web 開催 〇
6/29 衆議院議員みたに英弘「憲法フォーラム ㏌ 緑 ･ 青葉」緑公会堂 ＊＊＊＊
6/30 税理士による河野太郎後援会　総会 平塚ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ 〇 〇
7/1 第４回証票伝達式 税理士会館 8 階 〇 〇
7/1 会務打合せ 税理士会館 2 階事務局 〇 〇
7/1 地区連 ･ 神連 第２回財務委員会 税理士会館 5 階 〇 〇
7/1 地区連 ･ 神連 第１回組織委員会 税理士会館 5 階 〇 〇
7/1 神連 第１回支部長支部幹事長会（委員会） 税理士会館 5 階 〇
7/3 言いだしっぺ「さかい学」を育てる会 2024㏌横浜 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ & ﾀﾜｰｽﾞ 〇 〇
7/4 関東信越税理士政治連盟 定期大会 ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ大宮 〇
7/8 地区連　第３回財務委員会 税理士会館 2 階事務局 〇
7/9 税理士による三原じゅん子後援会ゴルフコンペ　懇親

会及び国政報告会 葉山国際ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 〇 〇

東京地方税政連活動・神奈川県税政連活動
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年月日 摘要 会場
東京地方

税政連
活動

神奈川県
税政連

活動
7/9 鈴木太郎君の横浜市会議長就任を祝う会 ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜 〇
7/9 衆議院議員　甘利明君を囲む会 2024 東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 〇 〇
7/10 衆議院議員 田中和德 第 39 回新都市構想セミナー 都市ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ 〇 〇
7/10 自民党川崎市連ヒアリング 市役所 〇 〇
7/11 自民党横浜市支部連合会 時局講演会 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾖｺﾊﾏ 〇
7/11 自民党神奈川県連　ヒアリング 県庁 〇 〇
7/11 もとむら賢太郎を励ます会㏌東京 ﾎﾃﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ半蔵門 〇
7/12 千葉県税政連 定期大会 ｵｰｸﾗ千葉ﾎﾃﾙ 〇
7/16 税理士による後援会会長 ･ 幹事長会及び推薦国会議員

秘書との懇談会及び懇親会 ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜 〇 〇
7/18 本会　第 2 回理事会 Web 開催 〇
7/19 税政連緑支部　定期大会 新横浜ｸﾞﾚｲｽﾎﾃﾙ 〇 〇
7/22 衆議院議員三谷英弘　政経ランチセミナー ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾖｺﾊﾏ 〇 〇
7/25 日税連　第６８回定期総会 帝国ﾎﾃﾙ 〇
7/26 本会　支部長会 税理士会館 8 階 〇
7/26 公明党神奈川県連　ヒアリング 県庁 〇 〇
7/29 衆議院議員鈴木馨祐「第 23 回政経モーニングセミ

ナー」 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 〇
7/29 横浜税理士倶楽部第３０回定期総会 横浜商工会議所８階 〇 〇
8/1 税理士による小泉進次郎後援会　地元陳情 やなせ支店 〇 〇
8/1 税理士による義家弘介後援会　地元陳情 ﾚｽﾄﾗﾝ kei 〇
8/1 松沢成文　陳情 参議院会館 903 号室 〇
8/1 第５回証票伝達式 税理士会館 8 階 〇
8/1 会務打ち合わせ 税理士会館 2 階事務局 〇 〇
8/2 衆議院議員笠ひろふみ政経懇話会 都市ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ 〇 〇
8/5 税理士による本村賢太郎後援会　総会 相模原市民会館 〇 〇
8/5 衆議院議員中谷真一君を励ます会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙ市ヶ谷 〇
8/5 税理士によるあかま次郎後援会　地元陳情 あかま事務所 〇
8/5 税理士による山際大志郎後援会　地元陳情 山際事務所 〇
8/5 篠原豪　地元陳情 しのはら事務所 〇
8/6 地区連・神連 第５８回 定期大会 横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急 〇 〇
8/8 税理士による後藤祐一後援会　地元陳情 ごとう事務所 〇
8/9 日税政　幹事会 日本税理士会館 10 階 ( ﾎｰﾙ ) 〇
8/9 税理士による上田勇後援会　陳情 参議院会館 1212 号室 〇
8/17 税理士による河野太郎後援会　地元陳情 河野事務所 〇
8/19 税理士による甘利明後援会　地元陳情 あまり事務所 〇 〇
8/19 神奈川県税窓会第 71 回定期総会及び懇親会 ﾎﾃﾙﾌﾟﾗﾑ横浜 〇 〇
8/20 税理士によるみたに英弘後援会　地元陳情 三谷事務所 〇
8/20 地区連 ･ 神連 第４回財務委員会 税理士会館 5 階 〇 〇
8/20 地区連 ･ 神連 第２回組織委員会 税理士会館 5 階 〇 〇
8/20 地区連 ･ 神連 第２回広報委員会 税理士会館 5 階 〇 〇
8/20 神連 第２回支部長支部幹事長会（委員会） 税理士会館 5 階 〇
8/21 税理士による阿部ともこ後援会　地元陳情 あべ事務所 〇
8/21 税理士による鈴木けいすけ後援会　地元陳情 鈴木事務所 〇
8/21 税理士による笠ひろふみ後援会　地元陳情 笠事務所 〇
8/21 税理士による古川なおき後援会　陳情 衆議院第二議員会館 11 階

1114 号室 〇 〇

8/22 山連　第 3 回正副会長正副幹事長会、幹事会、相談役
等合同会議及び国会議員秘書との懇談会 甲府商工会議所 〇

8/23 日税政　正副会長会 日本税理士会館 11 階 ( ﾎｰﾙ ) 〇
8/23 税理士による三浦のぶひろ後援会　地元陳情 公明党神奈川県本部 〇
8/26 税理士によるさかい学後援会　地元陳情 さかい学事務所 〇 〇
8/27 税理士による菅義偉後援会　総会及び陳情 衆議院第二議員会館 11 階

1118 号室 〇 〇
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年月日 摘要 会場
東京地方

税政連
活動

神奈川県
税政連

活動
8/27 税理士による牧山ひろえ後援会　地元陳情 中華街予定 〇
8/28 本会及び関連諸機関総務担当者会議 税理士会館５階特別会議室 〇 〇
8/28 税理士による古川なおき後援会　定期総会 ﾓﾝﾃﾌｧｰﾚ 〇 〇
8/28 税理士による三原じゅん子後援会　地元陳情 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾖｺﾊﾏ 〇
8/28 参議院議員　三原じゅん子さんを励ます会 in 神奈川 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾖｺﾊﾏ 〇 〇
8/29 税理士によるあさお慶一郎後援会　総会及び地元陳情 鎌倉山下飯店 〇 〇
8/29 税理士による牧島かれん後援会　地元陳情 牧島事務所 〇 〇
8/29 第 6 回鈴木馨祐衆議院議員を励ます横浜経済人の集い ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾖｺﾊﾏ 〇 〇
8/30 税理士による佐々木さやか後援会　地元陳情 公明党神奈川県本部 〇
8/30 衆議院議員堀内のり子モーニングセミナー 都市ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ 〇
8/31 衆議院議員ごとう祐一 各地区集会 伊勢原ｼﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
9/1 衆議院議員ごとう祐一 各地区集会 成瀬ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
9/2 第６回証票伝達式 税理士会館 8 階 〇
9/2 地区連第３回正副会長正副幹事長会 税理士会館 2 階 ( ﾎｰﾙ ) 〇
9/2 会務打ち合わせ会 税政連事務局 〇 〇
9/2 神奈川県議・横浜市議との懇親会 金香楼 〇 〇
9/5 黒岩祐治を囲むモーニングセミナー 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
9/5 顧問会 未定 〇 〇
9/6 東海税理士政治連盟　第 50 回定期大会 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ ＊＊＊＊
9/6 北海道税理士政治連盟　第 58 回定期大会 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ札幌 ＊＊＊＊
9/9 協同組合 秋季ゴルフ大会 相模原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 〇 〇
9/10 税理士による黒岩祐治後援会　総会 ﾌﾞﾘｰｽﾞﾍﾞｲﾎﾃﾙ 〇 〇
9/12 税理士会相模原支部創立五十周年記念式典 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田 〇 〇
9/13 税理士によるみたに英弘後援会　総会 我が儘 〇 〇
9/13 北陸税理士政治連盟　第 55 回定期大会 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ富山 〇
9/13 近畿税理士政治連盟　第 58 回定期大会 帝国ﾎﾃﾙ大阪 ＊＊＊＊
9/14 中国税理士政治連盟　第 58 回定期大会 かめ福 ( ｵﾝﾌﾟﾚｲｽ ) ＊＊＊＊
9/17 地区連　第５回財務委員会 税政連事務局 〇
9/17 税理士による笠ひろふみ後援会　総会 横濱楼 〇 〇
9/18 第６回京浜懇話会セミナー 横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急 〇 〇
9/19 東京税政連 定期大会 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 〇
9/20 地区連 第 2 回正副会長打合せ会 税理士会館 3 階 〇
9/20 地区連 ･ 神連合同 第 2 回正副会長打合せ会 税理士会館 3 階 〇 〇
9/20 地区連 ･ 神連 第３回合同会議 税理士会館 8 階 〇 〇
9/21 平松廣司氏　叙勲受賞ならびに全国信用金庫協会会長・信

金中央金庫会長就任を祝う会 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 〇
9/24 神奈川 7 区 ( 港北区 ) 企業団体協議会 令和６年総会 新横浜ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 〇
9/26 日税政 定期大会（予定） the okura 〇
9/28 衆議院議員ごとう祐一 各地区集会 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ海老名 〇
9/30 鈴木けいすけ　秋の集い 新横浜ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 〇 〇
9/30 衆議院議員山際大志郎君を励ます会 都市ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ 〇
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6/10 第２回総会打合せ会 税理士会館
6/10 第２回正副会長正副幹事長会、幹事会 （書面決議）
6/20 第 58 回定期大会 アピオ甲府タワー館
6/20 東京地方税理士会山梨県会第 68 回定期総会 アピオ甲府タワー館
6/18 東京地方税理士会大月支部第 59 回定期総会 鐘山苑
8/5 定期大会反省会 税理士会館
8/6 東京地方税理士政治連盟第 58 回定期大会 横浜ベイホテル東急
8/6 神奈川県税理士政治連盟第 58 回定期大会 横浜ベイホテル東急
8/7 東京地方税理士協同組合山梨地区懇談会並びに

山梨県 VIP キャンペーン推進協議会
ベルクラシック甲府

8/22 第３回正副会長正副幹事長会、幹事会、相談役等合同会議 甲府商工会議所
8/23 山梨県関係国会議員秘書との懇談会 甲府商工会議所
8/25 森屋　宏参議院議員 森屋宏事務所
8/26 中谷真一衆議院議員 中谷真一事務所
8/26 堀内詔子衆議院議員 堀内詔子事務所
8/28 永井　学参議院議員 永井学事務所
8/31 中島克仁衆議院議員 中島克仁事務所
9/27 日本税理士政治連盟第 57 回定期大会 オークラ東京

山梨県税政連活動

　新総理も決まり石破丸は多くの諸問題を抱えての船出。
　10 月 27 日投開票も決まり各政党総選挙に向けて戦闘モードへ。
　石破内閣の新閣僚として、わが税政連の関係する議員は、坂井学国家公
安委員長、三原じゅん子少子化担当大臣、浅尾慶一郎環境大臣、党役員と
して副総裁に菅義偉議員、選挙対策委員長に小泉進次郎議員　公明党三浦
選挙対策委員長、立憲民主は笠浩史国会対策委員長。7人もの議員が就任。
　我々税政連役員、後援会役員も総選挙に向けて大忙し。
　そして、何といっても政治不信の原因となった「裏金問題」「統一教会問題」
に対して有権者はどういう審判をくだすでしょうか。

( 広報委員長・藤田伸哉 )

編集後記
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「税理士による推薦国会議員等及び後援会」名簿
令和６年５月１５日

　衆議院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京地方税理士政治連盟
国会議員名 党　派 選　挙　区 会　長 幹　事　長 結成年月日

菅　義偉 自　民 神奈川　２　 佐々木　哲夫 新井　通夫 H   9.12.   4
坂井　学 自　民 神奈川　５　 笠原　美和 日下部　文映 R    5.   3.22
古川　直季 自　民 神奈川　６　 齋藤　敏治 星野　友紀 R    4.11.14
鈴木　馨祐 自　民 神奈川　７　 辻　泰二郎 國馬　春夫 H27.   5.11
笠　浩史 立　民 神奈川　９　 吉内　弘充 川瀬　博之 H16.   1.11
田中　和德 自　民 神奈川１０　 枝村　和道 池上　英嗣 H   8.   5.18
小泉　進次郎 自　民 神奈川１１　 谷中　英司 清水　耕一 H21.10.31
阿部　知子 立　民 神奈川１２　 吉澤　陽子 宮治　千枝子 H28.   3.23
あかま　二郎 自　民 神奈川１４　 小山　智祐 小形　剛央 H28.11.22
河野　太郎 自　民 神奈川１５　 守屋　和徳 城田　英昭 H   8.   6.17
後藤　祐一 立　民 神奈川１６　 三橋　正人 遠藤　哲也 H22.   1.22
牧島　かれん 自　民 神奈川１７　 槙島　正雄 石川　和俊 H27.11.11
山際　大志郎 自　民 神奈川１８　 大森　行雄 小笠原　輝昭 H26.   9.19
中谷　真一 自　民 山　梨　１　 田中　茂樹 鈴木　博之 H28.   4.18
堀内　詔子 自　民 山　梨　２　 湯山　智治 清水　学 H27.10.   1
三谷　英弘 自　民 神奈川　８※ 岸　蔚 平山　紀美子 R    3.   1.   5
義家　弘介 自　民 神奈川１６※ 須藤　紳次郎 中村　和惠 H30.   7.26
甘利　明 自　民 神奈川２０※ 鈴木　昌彦 冨岡　弘文 H11.   1.   5

       参議院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※比例南関東ブロックにて当選

国会議員名 党　派 選　挙　区 会　長
（推薦人代表） 幹　事　長 結成年月日

浅尾　慶一郎 自　民 神奈川県 今林　千昭 大場　尚之 H11.   5.18
牧山　ひろえ 立　民 神奈川県 横濱　英紀 六槍　勝明 H21.   5.18
佐々木　さやか 公　明 神奈川県 阿部　幸宣 大﨑　ケイ子 H25.   6.20
三浦　信祐 公　明 神奈川県 亀重　恵美子 西山　昌秀 H28.   5.17
三原　じゅん子 自　民 神奈川県 中村　泰宏 近藤　高司 R    5.12.   8
森屋　宏 自　民 山 梨 県 天野　友一 江井　誠 R    1.   5.20
永井　学 自　民 山 梨 県 若尾　和成 小林　茂幹 R    4.   9.26
赤池　誠章 自　民 比例代表 石橋　秀樹 池田　善一 H19.11.17
上田　勇 公　明 比例代表 芋川　広教 松永　しのぶ H21.   2.   3
松沢　成文 維　新 神奈川県 （瀧浪　貫治） － －
水野　素子 立　民 神奈川県 （藤田　伸哉） － －
片山　さつき※ 自　民 比例代表            － －   H31.   3.22

県知事・市長　　　　※片山氏については、第26回参議院議員通常選挙（R4年）にて推薦しているが「東日本六税政連の税理士による後援会」として「東京税政連」が管轄している為会長等の記載はしない。

首長名 党　派 選　挙　区 会　長 幹　事　長 結成年月日
黒岩　祐治 無所属 神奈川県知事 原　清助 宮島　和比古 H25.   9.   5
長崎　幸太郎 無所属 山梨県知事 村松　滝夫 羽田　昭徳 H27.12.21
福田　紀彦 無所属 川崎市長 西山　裕志 江口　進 H27.   4.10
本村　賢太郎 無所属 相模原市長 鈴木　健司 東元　勇樹 H21.12.12

前・元国会議員
国会議員名 党　派 選　挙　区 会　長 幹　事　長 結成年月日

松本　純 自　民   神奈川 １ 浅木　克眞 裏木　新 H25.11.27
第 50 回 衆 議 院 議 員 総 選 挙 に お け る 推 薦 国 会 議 員 等 候 補 予 定 者（ 上 記 記 載 以 外 の 被 推 薦 者 ）

推薦国会議員等
候補予定者名

党　派 選　挙　区 会　長 幹　事　長 結成年月日

篠原　豪 立　民 神奈川　１ （中山　捷彦） － －
中西　健治 自　民 神奈川　３ 松江　泰弘 秋本　晃伸 ※税理士有志による中西けんじ後

援会が R5.10.18 に設立

丸田　康一郎 自　民 神奈川１３ 鈴木　正和 清水　洋州 ※税理士有志によるまるたこう一
郎後援会が R6.5.15 に設立

草間　剛 自　民 神奈川１９ （五味　雅彦） － －



❶自計化システム利用による月次決算の実施。
❷法人税申告時に税理士法第33条の2第1項に規定する書面が添付されている。
❸中小会計要領（中小指針）に準拠している。
❹限界利益額が2期連続で増加している。
❺自己資本比率が30％以上である。
❻税引き前当期純利益がプラスである。
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是非ご加入ください
東京地方税理士協同組合に
是非ご加入ください

東京地方税理士協同組合は、
１．組合員等の社会的地位の向上と福利厚生の充実を図る
２．提携企業との共存共栄を図る
３．税理士会に貢献する

を基本方針として、税理士会では行う事の出来ない各種収益事業等を行っております。
これらの事業で得た収益は、税理士会との共同事業、ご協力を頂いた支所への交付金
として、又、組合員等への福利厚生事業等として還元しています。

①組合員・準会員 加入のメリット

組合への加入は、出資金（準会員は預り金）10,000円のみ。
会費は一切ありません。

◎各種厚生事業の参加・優良図書の割引購入・税務手帳等の無料配付

◎横浜スタジアムの野球観戦へ抽選でご招待

◎慶弔規程による慰労金制度等

◎提携企業への関与先紹介により成約のとき、

◎小規模企業共済・中小企業倒産防止共済へご加入（関与先含む）のとき、

◎あんしん財団へ関与先等のご紹介をいただき加入されたとき、

②提携先企業への情報提供のメリット

所定の手数料が受け取れます

ギフトカードを進呈

ギフトカードを進呈

③提携生保各社への関与先カード・税理士代理店登録のメリット

◎紹介カードのメリット

◎代理店登録のメリット

紹介カード提出で1,000円のギフトカード
契約成立で更に9,000円のギフトカード

新規代理店登録者・紹介者にギフトカード
保険成約のとき各生保会社より代理店手数料

組合の各種事業については、ホームページもご覧ください。
https://www.tochizeikyo.com/

お問合せ先：東京地方税理士協同組合事務局 TEL 045-243-0551



東京地方税理士協同組合

団体定期保険

【ご加入者】東京地方税理士協同組合共済会

総合医療保険

「団体定期保険・総合医療保険」

令和６年度 シンプルキャンペーン
キャンペーン期間

令和６年４月１日～令和７年１月３１日

⚫当共済会の正会員、およびその事務所に勤務する役員・従業員
（正会員の家族専従者も含む）

⚫当共済会の正会員の配偶者とお子さま

⚫当共済会の準会員で税理士の資格を有する者、およびその事務所
に勤務する役員・従業員

⚫当共済会の準会員で税理士の資格を有する者の配偶者とお子さま

※ 配偶者・お子さまのみのご加入はできません。

※ 配偶者・お子さまの保険金額は、ご本人と同等かそれ以下でお選びください。

２４時間保障

簡単な手続き

配当金を還元

業務上・業務外を問わず保障

ご加入の際は健康状態についての
告知が必要

１年ごとに当団体のみで収支計算
を行い剰余が生じた場合は、配当
金として還元 （配当金が０となる場合
もありえます）

◎委託保険会社および委託割合（2024年5月現在）

大同生命 [事務幹事会社] （83.33%） 日本生命（15.30%）

明治安田生命（1.21%） ジブラルタ生命（0.12%） 第一生命（0.04%）

※記載の委託保険会社および委託割合は2023年5月のものであり、契約者（東
京地方税理士協同組合共済会）の決定により、保険期間中であっても変更と
なる場合があります。

1. ケガや病気等による１泊２日以上の継続入院、手術等まで幅広く
保障。

2. １回の入院に対する支払限度日数は１２４日（通算で１，０９５日）
となります。

3. １年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお
受取りになれます。

4. 入院給付金日額は、３，０００円から１０，０００円まで千円単位で
選択できます。

5. 医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込手続きです。

6. 団体保険としての割引が適用された保険料です。

保険の特徴

[事務幹事会社] 日本生命

○加入協力者表彰基準（契約成立が該当条件）

団体定期保険
➢ 既加入事業所からの新規加入者及び増額加入者を紹介した税理士に５千円の商品券を贈呈。

➢ 未加入の新規事業所を紹介した税理士に１万円の商品券を贈呈。

総合医療保険
➢ 既加入事業所からの新規加入者を紹介した税理士に５千円の商品券を贈呈。

➢ 未加入の新規事業所を紹介した税理士に１万円の商品券を贈呈。

○支所（支部）表彰基準

支所目標達成に応じて、報奨金を交付。詳細は、協同組合事務局へお問合せください。

（注）加入事務所が複数の事務所から紹介を受け、４～翌１月で複数回加入した場合、最初の紹介事務所が表彰基準に該当。

※保険募集上のコンプライアンス違反があった場合は、表彰の対象外となります。

※ 同一事務所で事業所加入型と個人加入型の併用取扱いはできません。

事業所加入型

個人加入型

配偶者・こどもは加入することはできません。

配偶者・こどものみで加入することはできませ
ん。配偶者は本人と同額もしくはそれ以下、こ
どもは本人（配偶者が加入している場合は配
偶者）と同額もしくはそれ以下の保障額でお
申込みください。

◎ご加入に際しては、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ず
ご覧下さい。

◎ご加入に際しては、所定のパンフレットに記載の「契約概要」・「注意喚起情
報」・「ご加入のみなさまへ」・「正しく告知いただくために」等の重要事項を必
ずお読みください。

（お問合せ先） 東京地方税理士協同組合事務局 TEL 045-243-0551


